
※お申込み時に必ずご職業・ご所属をご記入ください。

獣医師・行政職員・警察官・弁護

士・医師・愛玩動物看護師・獣医学

科学生等の動物虐待の対応をする

機関の関係者や獣医療従事者のみ。

詳細は裏面へ⇒

当協会HPより

お申込み受付中☞

YouTube限定公開による配信です。

公開期間中であれば、何時でも何回でもご視聴が

可能です。お申込み者様には後日パスワードをお

送りいたします。



・法獣医学概論

・動物虐待調査(生体調査)

・病理解剖概論(死体調査)

・不適切飼育

・犬猫以外の動物福祉

(アニマルカフェ等)

・NAI(非偶発的損傷)

・ネグレクト

・ 多頭飼育崩壊

・中毒

・窒息 / 溺死

改正動愛法により、獣医師は動物虐待の通報義務を負うことになりました。本

セミナーは専門職として「動物虐待」を見過ごさないための知見を身に着け、

「虐待の証拠」を的確に収集、立証できるようになることを目的としています。
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